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和歌山県ＬＰガス料金高騰対策支援事業事務局   

 

 

     和歌山県ＬＰガス料金高騰対策支援事業（第７期②）について(ご依頼) 

 

  平素は当ＬＰガス協会の運営にご協力頂き厚く御礼申し上げます。 

  また、長期にわたり実施しております本事業へのご協力、ご参加ありがとうございます。 

  この度、本事業第７期②を令和８年４月・５月検針において実施いたします。 

  第７期①との相違点として、開始までの時間に少し余裕がありますので、参加事業所各位

に提出いただく内容(様式類)に若干の変更があり、ご理解願います。 

  なお、提出いただく書類等は、下記の通りとなっておりますので、よろしくお願いします。  

 

記 

 

 １ 送付書類 

  ○ 依頼文（本紙）  

〇 和歌山県ＬＰガス料金高騰対策支援事業費助成金交付要領 

別記１～３ 

  ○ 申請書類等（各種様式）※提出期日は「３提出書類」を参照願います。 

         様式１交付申請書（１枚） ※期日４月３日まで(４月１日で記載済、変更不可) 

     様式７概算払請求書（１枚）※期日４月３日まで(４月１日で記載済、変更不可) 

     様式５実績報告書（２枚） 

     様式５－１実績報告書（１枚）   

     様式８精算払等請求書（１枚）   

     様式９事業者申請手数料請求書（２枚） 

     一覧表                 

  ○ 「販売事業者様で手書の検針・集金・請求書を使用されている際にご利用ください。」 

 

 ２ 第７期②支援事業概要 

  〇 対象期間 ： 令和８年４月・５月検針分（２ヶ月） 

  〇 対 象 先 ： 和歌山県内のＬＰガス消費者等（家庭・業務用・簡易ガス） 

           ※除く質量販売 

           ただし、工業用の消費者、国及び地方公共団体は対象外となります。 

  〇 支援金額 ： １，０００円(税別)／１ヶ月 
            ※参加事業所による検針時の値引き 

  〇 手数料(参加事業所への支払い) ： 基本手数料 １６，０００円／１ケ月 

            ： 件数割手数料 消費者件数 × ＠１００円／１ケ月 

     ※ただし１事業所につき手数料上限は、３００，０００円(上限 2,840 戸)／１ヶ月 

  〇 事業内容（留意点、変更点等） 

   ・ 案内文と提出書類は協会ホームページにも掲載しますので、パソコンからダウンロ 

－ドにてご活用いただけます。（http://www.wakayamalpg.or.jp/） 

   ・ 概算払いとして、様式７を令和８年４月３日までに事務局へ提出いただきますと申

請件数×１，０００円×８０％程度を上限に４月中旬を目途にお支払いします。 



     ただし、提出期日を過ぎますとお支払い出来ません。 

   ・ ガス使用の有無に関わらず、基本使用料のみの消費者も対象となります。 

 

３ 提出書類 

（１） 事業開始前（令和８年３月中旬～令和８年４月３日(金)事務局到着分まで） 

      様式１助成金交付申請書  ※日付４月１日記載済、変更不可 

      ※助成金交付申請書受領後、事務局から様式２交付決定通知書を送付します。 

      様式７助成金概算払請求書（希望事業所のみ）※日付４月１日記載済、変更不可 

但し件数が少ない場合はお断りする場合があります。また、振込額は事務局精

査にて１００円以下を切捨てさせていただきます。） 

（２） ４月検針終了後（５月２９日（金）までに） 

    様式５助成金実績報告書（４月分） 

    様式９事業者申請手数料請求書（４月分） 

    添付書類 

      一覧表(できる限りエクセル形式で)※値引き金額は税抜き金額で記載 

      検針票若しくは請求書写し１０件(請求額一覧写し可 ※個人情報不記載で) 

  （３）事業完了後（６月３０日（火）までに） 

      様式５実績報告書（５月検針分）  

      様式９事業者申請手数料請求書（５月分） 

      様式５－１実績報告書 

      様式８精算払等請求書 

    添付書類 

      一覧表(できる限りエクセル形式で)※値引き金額は税抜き金額で記載 

      検針票若しくは請求書写し１０件(請求額一覧写し可 ※個人情報不記載で) 

      ※実績報告書等受領後、順次精算手続きとなります。 

ご指定口座に振込手配と並行し、様式６確定通知書を送付します。 

 

 ４ 提出方法 ： 電子メール、ＦＡＸ、郵送若しくは持参 

  

５ 提出期限 ：  令和８年６月３０日（火）までに事務局必着  
◎出来る限り速やかに！！ 

６ その他 

  ○ 消費者周知用チラシの準備はありません（①で配布済み）。 

  ○ 提出書類は、出来るだけ電子メールでの報告をお願いします。ペーパーレス化にご協 

   力ください。ＦＡＸで提出いただく場合は、支援事業事務局のＦＡＸ番号へ送付下さい。 

  ※ 本紙(依頼文)をよくお読みください。 

以上 

       

 和歌山県ＬＰガス料金高騰対策支援事業事務局 
 
  〒640-8341 和歌山市黒田１０２－１ （一社）和歌山県ＬＰガス協会 ２階 

   電 話 ０７３（４８８）３０３４  ＦＡＸ ０７３（４８８）３１３５ 

          E-Mail ： shien.wakayama@abelia.ocn.ne.jp 

     〇支援事業事務局のＦＡＸ・Ｅメールへ送信してください。 

〇ＬＰガス協会事務局にＦＡＸされますと不具合の原因になります。 

 


